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昭和47年～琵琶湖流域下水道を整備
＜供用開始＞
・昭和57年 湖南中部浄化センター
・昭和59年 湖西浄化センター
・平成3年 東北部浄化センター
・平成9年 高島浄化センター
下水道普及率 92.1％（全国第6位）
汚水処理普及率 99.1%（全国第2位）

令和３年度末現在

流域下水道処理場（4箇所）
公共下水道処理場（5箇所）
その他、集落排水施設（210箇所）

浄化センター
名称

処理人口
（人）

処理能力（日最大）
（m3/日）

湖南中部 748,912 294,500

湖西 115,630 52,500

東北部 275,013 120,750

高島 39,953 16,400

合計 1,179,508 484,150

滋賀県 琵琶湖流域下水道
１．琵琶湖流域下水道の概要
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各浄化センターの紹介
湖南中部浄化センター（草津市） 湖西浄化センター（大津市）

東北部浄化センター（彦根市） 高島浄化センター（高島市）
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１．琵琶湖流域下水道の概要
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下水汚泥の有効利用状況
4浄化センターで発生汚泥量は年間約12万ｔ（脱水汚泥ベース）
有効利用率は約2割で全国的にも低い水準で、有効利用率の向上が求められて

いる

２．汚泥有効利用状況

処理方式
処理
能力

生成物/
処分方法

搬出先

3号炉
120t/日

焼却灰/
埋立

消化＋固形燃料化
令和8年度供用予定

新2号炉
120ｔ/日

焼却灰/
埋立

令和16年度まで運転継続
以降は未定

湖西 30t/日 固形燃料化
80t/日
×１基

石炭代替燃料/
売却

セメント工場
（兵庫県）

令和17年度まで運転継続
以降は未定

東北部 69t/日 焼却
110t/日
×１基

焼却灰/
埋立

最終処分場
（兵庫県）

未定
令和3年度より検討予定

高島 10t/日 外部搬出 －
石炭代替燃料/

売却
湖西浄化センター
（R４年度まで）

肥料化
令和5年度供用予定

※:令和3年度実績

処理区
脱水ケーキ
発生量※

現処理方式

次期処理方式

湖南中部 220t/日 焼却
最終処分場
（滋賀県）

次期汚泥処理方式は、汚泥の有効利用を前提に計画
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滋賀県における最近の汚泥有効利用施設（3件）
事業名 湖西浄化センター

汚泥燃料化事業
湖南中部浄化センター
下水汚泥燃料化事業

高島浄化センター
コンポスト化事業

汚泥処理方法 燃料化
（旧方式：焼却溶融）

消化＋燃料化
（現方式：焼却溶融）

コンポスト化
（現方式：外部搬出）

事業方式 DBO DB＋O（※1）
（消化はDBのみ） DB＋O（※1）

契約日 平成25年1月 令和4年10月 令和4年3月

供用開始日 平成28年1月 令和8年10月（予定） 令和6年1月（予定）

処理汚泥量(※2)
（処理能力）

63ｔ/日
（80ｔ/日）

100ｔ/日
（125ｔ/日） 11.7ｔ/日

維持管理期間 20年 20年 20年（※3）

SPC設立 任意 任意 必須

生成物引取条件 全量買取
確約書提出

全量買取
確約量を技術提案で評価

全量買取
地域内有効利用努力義務

発注時
処理条件 炭化or乾燥 炭化or乾燥

消化ガスは補助燃料として利用 汚泥発酵肥料

※1 DB部分は日本下水道事業団委託
※2 脱水汚泥。日平均
※3 建設工期延長等があり維持管理期間は20年未満となる見込み

３．事例紹介
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湖南中部浄化センター 下水汚泥燃料化事業
（現在設計中。R8年度供用予定）

燃料化施設
消化施設

（※完成予想図。今後の設計により変更することがある。）

３．事例紹介
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汚泥処理方式の選定経過

滋賀県下水道審議会における審議結果等は滋賀県HPに掲載しています。

時期 選定経過

平成27年 下水道法改正 汚泥有効利用の努力義務化
平成28年11月 滋賀県下水道審議会

▷ 資源・エネルギー・新技術部会の設置
平成29年3月 滋賀県下水道中期ビジョン中間見直し

▷ 施策の方向性として汚泥有効利用の推進を位置づけ
平成30年3月～ 湖南中部浄化センター次期汚泥処理方式について審議開始

▷ 処理方式を公募
▷ 提案のあった14案を4つの処理方式に分類し総合的に評価

平成31年4月 滋賀県下水道審議会 答申
▷ 消化＋燃料化 を適当と認める

３．事例紹介（湖南中部浄化センター 下水汚泥燃料化事業）
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事業イメージ
公募により処理方式を選定
滋賀県では消化初導入
メタンガスは燃料化施設の都市ガス代替利用

下水汚泥 嫌気性消化 固形燃料化

水処理

発電所など

メタンガス

都市ガス代替

固形燃料

完成イメージ 完成イメージ

下水汚泥燃料化事業

微生物の力で有機物を分解（メタン発酵）
バイオガス発生・汚泥減容化 乾燥・炭化によりバイオマス燃料を製造

一部
初沈汚泥

余
剰

汚
泥

等

R４～５年度 設計
R５～８年度 建設工事
R8年度～ 施設運転開始

(20年間）

鋼板製消化槽3,900m3×2槽 中温炭化125ｔ/日

既設焼却炉
（120ｔ/日）
既設焼却炉

（120ｔ/日）
焼却灰

埋立処分

３．事例紹介（湖南中部浄化センター 下水汚泥燃料化事業）
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廃熱利用
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脱水汚泥

フローイメージ図。一部フローを省略しています。

DB+ODB



契約スキーム（DB+O）

発電所等

日本下水道事業団(JS)においてDB事業者を選定する際に、O（維持管理・運営）部分の価格・
技術提案も併せて求め、総合的に評価。
県は維持管理・運営業務について、技術提案をもとにした内容でSPCと随意契約。

３．事例紹介（湖南中部浄化センター 下水汚泥燃料化事業）
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事業内容（要求水準等）

消化設備

消化対象汚泥 一部水処理系列の初沈汚泥を対象。ガス発生量等の設定にあたっては消化実験により設定。
ガス発生量600Nm3/t-VS以上、消化率50％以上を規定。

消化槽 中温消化。鋼板製2槽を設ける。

ガス貯留設備 鋼板製とする。事前ヒアリング等で形式も任意（メンブレン式等）としてほしいといった意見があったが、
JS仕様に準拠することとし、採用を見送った。

消化ガス 利用用途は消化槽加温、燃料化施設の補助燃料に限定。余剰分については任意。

返流負荷 脱水脱離液の返流負荷の増加に対して上限を設けた。（既設水処理設備の処理能力内で設
定）

消化設備はDB。維持管理は県となるため、要求水準は規定多め。
燃料化設備はDBO。脱石炭の情勢から、燃料化物の利用確約を20年間一括で求めるのは過度の
要求となると判断した。

燃料化設備

燃料化物 乾燥または炭化

補助燃料 消化ガス（不足分は都市ガスを使用）

廃熱回収設備 廃熱に回収して消化槽加温の熱源として温水を供給する。

建築等 目隠し壁を備えること。

燃料化物 全量買取。燃料化物の利用先の確保量を技術提案で評価。
12

３．事例紹介（湖南中部浄化センター 下水汚泥燃料化事業）



温室効果ガス削減効果 （事業者技術提案をもとにした目標値）

-5,950

-5,447

11,366

5,416

-30

-11,396

凡例

焼却 消化＋燃料化
-5,447

施設運転等に伴うCO2排出量の削減効果は5,950ｔ-CO2/年（一般家庭約2,300世帯分）
燃料化物はｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙなﾊﾞｲｵﾏｽ燃料（石炭代替燃料）として利用することで、利用先のCO2
排出量削減にも貢献
従前の処理方式に対する事業全体での削減効果は11,396ｔ-CO2/年（同4,400世帯分）

計画時想定（4,856t-CO2/年）を上回る提案

３．事例紹介（湖南中部浄化センター 下水汚泥燃料化事業）
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高島浄化センター コンポスト化事業

（事業イメージ）

３．事例紹介
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汚泥処理方式の選定経過

時期 選定経過

浄化センター供用以来、脱水汚泥を外部搬出（県外）
平成29年度 産廃処分単価が高騰（前年の1.6倍）

平成30年度 滋賀県下水道審議会において
▷高島浄化センターの汚泥処理方式について

審議開始
令和2年2月 滋賀県下水道審議会 答申

▷ コンポスト化 を適当と認める

京都新聞R2.12.22

答申（抜粋）
なお、コンポスト化にあたっては、利用先の確保が必要不可欠なため、
コンポスト製品の安全性や有効性を担保するとともに
浄化センターが高島地域の循環と共生の一端を担う重要性を鑑み、
地域住民と連携して地産地消による資源循環を構築すること。

３．事例紹介（高島浄化センター コンポスト化事業）
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事業イメージ

事業モニタリング
肥料利活用への支援県の役割

滋賀県ではコンポスト化初導入
事業者の肥料販売ノウハウに期待し、肥料利活用を含めた事業。
製造した肥料を全量買取り地域内での利用に努めることとし、地産地消の資源循環を目指す。
県は肥料販売に伴うリスクを回避しつつ、普及啓発に注力

R３～４年度 設計
R４～５年度 建設工事
R５年度～ 施設運転開始(20年間）
R６年春～ 肥料販売開始

３．事例紹介（高島浄化センター コンポスト化事業）

湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業と同様の契約スキーム（DB+O)
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事業内容（要求水準等）

建設 要求事項

汚泥供給方法
（どちらかを選択）

機械搬送 ・スクリューコンベア、圧送等の密閉式搬送設備により臭気拡散を防止

トラック搬送
（今回）

・天蓋付きトラック等によること。（輸送時の臭気漏洩対策）
・前室の設置等（扉開閉に伴う臭気漏洩対策）
・年間搬出可能回数の設定（現状（外部搬出）より悪化させない）

コンポスト化施設
・コンポスト化施設内は常時負圧の状態にできる脱臭設備を設置すること。
・高濃度の臭気が発生する区画を設置する場合、その区画へ出入りする箇所には、
臭気の外部への流出を防止すること。 （→シートシャッターの設置）

基本的にはDBなので、最終生成物（コンポスト）の品質が確保できれば良い。
しかし、事業の特性や、周辺環境等への影響を考慮して、特に以下を要求水準に盛り込んだ。

維持管理 要求事項

臭気測定
年1回（夏季） 計量法に基づく測定。コンポスト化施設外壁から５ｍの位置、および脱臭

装置排気口。臭気強度2.5（臭気指数15）以下。
週1回 簡易臭気測定器による。基準は上と同じ

汚泥供給 トラック搬送の場合、年間運搬回数に制限（現状の外部搬出回数を上回らない水準を設定）

維持管理計画
書

臭気が発生する可能性がある各作業において、作業手順・臭気対策方針をまとめ、事前に県と協議
することを規定。（→設備面でカバーしきれない部分を運用で補完。）

臭気対策 →新設施設であり、現状を悪化させてはならない。

３．事例紹介（高島浄化センター コンポスト化事業）
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事業内容（要求水準等）

安全性の確保
肥料登録 買い取ったコンポストを肥料法の規定に基づき肥料登録を行ったうえで適切な利用を図ること
品質管理 管理基準 ・コンポストの含有重金属濃度に改善基準、停止基準を設ける。

・事業者は自主管理値を設定しさらに安全を期す（技術提案）
(１) 「汚泥肥料中の重金属管理手引書」を踏まえたサンプリング検査計画書の作成。
(２) 原則として四半期ごとに1 回以上、年間で最低4 回以上のサンプリング検査を実施。
(３) 検査結果をホームページなどで公表。
(４) 年1 回以上、ユーザーへの説明会を開催。

（BISTRO下水道推進戦略チームの推奨項目）

利活用推進
全量買取 県は、製造されたコンポストを有価にて供給する。特別目的会社は、全量を買い取ること

肥料名称 肥料登録にあたって、肥料の名称等については、県との協議により決定すること

地域内利用 地域内循環による環境啓発の観点から、可能な限り滋賀県内および近隣地域での販売に努めな
ければならない

信頼性確保 土壌や農作物への影響を評価し、適正な使用を指導し、助言する体制を構築すること

コンポスト利活用 →地域で有効利用される必要がある

肥料販売方法、販売価格等は事業者の自由

３．事例紹介（高島浄化センター コンポスト化事業）
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高島浄化センター全体配置図
コンポスト化施設事業用地

平面図

側面図

約70m

約
30

m

前室

生物脱臭棟

薬液洗浄塔
活性炭吸着塔

薬液洗浄塔
活性炭吸着塔

発酵棟製品棟

ふるい機・造粒機

シートシャッター

現場条件等により変更する可能性があります。
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３．事例紹介（高島浄化センター コンポスト化事業）

【県の取り組み】利活用の推進に向けて

利用者が自ら安全性や肥料効果等を確認して使用を判断できるよう必要な試験・実験を
行って関連データを整理

計画的な普及啓発活動により地域住民に下水汚泥肥料が受け入れられるよう入念な準備
を行っていく

下水汚泥肥料の安全・安心への説明責任

試験コンポストの製造による肥料の安全性の確認
栽培試験による土壌・農作物への影響の確認
試験結果に応じた段階的な普及啓発

高島浄化センターコンポスト利活用推進計画 (R2~)

下水処理場におけるコンポスト化は、県内では事例なし。
下水汚泥肥料に対するマイナスイメージ
利用先の開拓

国交省 下水道エネルギー拠点化コンシェルジュ
県農政部局、JA等と意見交換

20
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【肥料成分】
有機質肥料として、肥効成分の含有を確認。

試験コンポストの製造

項目 窒素(N) リン酸(P2O5) 加里(K2O) C/N比

高島浄化センター汚泥
試験肥料（R2年度） 3％ 4％ 1％ 7.5

試験肥料は、公定規格を満たしている。
項目 ヒ素 カドミウム 水銀 ニッケル クロム 鉛

公定規格（肥料法） ５０ ５ ２ ３００ ５００ １００

高島浄化センター汚泥
試験肥料（R2年度）

4 1未満 0.13 10 9 8

判定 OK OK OK OK OK OK

植害試験等も実施し、問題なし。
肥料登録も完了

【重金属含有量】

高島浄化センターの汚泥を原料としたコンポストを製造し、肥料効
果、安全性を確認する。

３．事例紹介（高島浄化センター コンポスト化事業）
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栽培試験 化学肥料等複数の
慣行肥料と比較
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収穫物分析
生育・収穫量調査 含有成分分析 食味試験

収穫物の長さ、個数、
重量、姿様

旨味（遊離グルタミン
酸）や甘味（糖度）
成分
ひ素、カドミウム等の有
害物質

試食アンケートによる主観
的評価。
複数の評価視点による総
合的評価を行う。

特異的に成長阻害や病害等になることや、可食部の形態異常（変形や変色等）はなかった。
化学肥料の代替として使用できることが分かった。

３．事例紹介（高島浄化センター コンポスト化事業）
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協力者の開拓

高島市K氏
農業者に肥料を利用してもらい、モニタリングを行う。

普段使っている肥料と比べて、不
都合は特に感じられなかった。
作物の育ち具合についても、普段

の肥料と同じように育っていた。

H氏を囲んで現地視察、
意見交換会を開催

長浜市H氏

総ビタミンC

(mg/100g)

Ⓐ高島肥料 10 9 3.7
Ⓑ慣行肥料 12 11 4.2

きゅうり
旨味成分
(mg/100g) 糖度

総ビタミンC

(mg/100g)

Ⓐ高島肥料 21 78 6.4
Ⓑ慣行肥料 20 80 5.8

トマト 糖度
旨味成分
(mg/100g)

今後も使いたい。
化学肥料を使わず、環境

負荷を減らし、循環型社
会をつくることが大切。

３．事例紹介（高島浄化センター コンポスト化事業）
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協力者の開拓

県立都市公園

京都新聞R3.4.22

指定管理者がSDGｓの観点から企
業PRになるとの理解から協力。

満開の時期に合わせて県からプレスへ
資料提供。公園の集客につながった。

現地に掲示したPR看板

小学校
環境学習の一環として出前授業と組

み合わせた利活用推進

←出前授業
↓校内花壇での利用

農業以外（公園・緑地等）の利用先も積極開拓

３．事例紹介（高島浄化センター コンポスト化事業）
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最後に
当県では、汚泥有効利用を前提に汚泥処理方式の選定を行い、総合的な評

価を経て３件の汚泥有効利用施設についてPPP/PFI手法により事業化してい
る。（うち2件を本日紹介）

現在事業中の2件の供用により、汚泥有効利用率は2割（R4）から5割
（R9）程度へ向上する見込みで、引き続き汚泥全量の有効利用を目指す。

汚泥有効利用施設の計画にあたっては、生成物の需要の見極めが重要。
• 燃料化物については、（当県におけるヒアリングでは）引き続きバイオマス燃料として需

要がある。
• コンポスト化については、肥料価格高騰により期待が高い状況だが、地域により汚泥

肥料への反応は大きく異なるため、事前に十分なリサーチが重要。
• 当県では初めてのコンポスト化のため、普及啓発に積極的に取り組む必要が

あると判断して、様々なアプローチを試みている。
• 今後は事業者のノウハウも活かしながら、肥料販売開始に向けてPRを行って

いきたい。
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ご清聴ありがとうございました
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